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協会認定普及員・指導員資格受験規定 

 

目 的 

気功を通じ、青少年及び社会一般の人々に対して、心身の健康の改善・増進を支援し、気

功の普及を目的とする。 

 

◇普及員受験資格 

 〇当協会が主催する練功会に最低四功法（易筋経、五禽戯、六字訣、八段錦、大舞、十二 

段錦、導引養生功十二法、馬王堆導引術、太極養生杖）のうち、一功法２回以上受講し、 

年一回開催される「普及員登録認定試験」を受験し、資格を取得するものとする。 

 〇国際健身気功連合会主催の研修参加者は当該９功法に限り、この練功会の受講は免除す 

る。 

 〇指導員資格を希望する場合は、普及員資格取得後さらに２年間在籍し、四大功法（易筋 

経、五禽戯、六字訣、八段錦）の普及員登録を済ませておくこと。 

 〇普及員は登録後も練功会に参加し、レベルの向上に努めること。 

 

◇指導員受験資格 

 〇普及員登録後２年間在籍し、当協会が主催する練功会に最低六功法（易筋経、五禽戯、 

六字訣、八段錦、大舞、十二段錦、導引養生功十二法、馬王堆導引術、太極養生杖）の 

うち、一功法２回以上受講し、年一回開催される「指導員登録認定試験」を受験するも 

のとする。 

 〇指導員は登録後も練功会に参加し、レベルの向上に努めること。 

  練功会の講師の要請があったときは、協力をすること。 

 

◇認定試験内容 

 〇普及員 

  実技試験 四大功法（易筋経、五禽戯、六字訣、八段錦）正規音楽版 

 100 点満点のうち 60 点以上 

  筆記試験 健身気功 200 問、他より出題  100 点満点のうち 60 点以上 

〇指導員 

  実技試験 四大功法（易筋経、五禽戯、六字訣、八段錦）及び新功法２つ正規音楽版 
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100 点満点のうち 70 点以上 

  筆記試験 健身気功 200 問、他より出題  100 点満点のうち 70 点以上 

  ※規定は上記であるが、その時の状況（試験内容）において合格点は上記にあらず。 

   追試験もある。 

 

◇認定試験実施日 

 〇普及員・指導員試験ともに、年一回実施を基本とする。 

 

◇認定試験受験料並びに登録料 

 〇普及員―― 受験料 8,000 円   初回登録料 10,000 円 

 〇指導員―― 受験料 10,000 円  初回登録料 10,000 円 

 

◇登録更新料 

 〇普及員―― 3 年毎 8,000 円 

 〇指導員―― 3 年毎 10,000 円 

 

◇中国認定の段位試験受験資格について 

 〇会員・普及員・指導員ともに在籍 2 年以上 

 〇受験料は国際健身気功連盟規定による。 

 〇段位試験開催については、事務局より案内し、受験希望者は事務局に申請し、当事務局 

が受験手続を行う。 

 

 

令和 4 年１１月 

特定非営利活動法人 日本健身気功協会 

 


